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2）各校区版活動マニュアル概要 
 

  ※各マニュアルは，インターネットでタイトルを入力して検索していただけ

れば，ＰＤＦデータでダウンロード・閲覧することが可能です（南区社会

福祉協議会のホームページブログ上でアップされたものです。） 

 

●東花畑
ひがしはなはた

校区 地域福祉“５愛”推進会活動マニュアル 
 ～災害時の避難支援体制と併せた平常時の見守り体制づくり～ 

 

【内容（目次より）】 
  

 １．はじめに 
 

 ２．地域福祉“５愛”推進会について 
 

 ３．町内会支援組織づくりと会議の実施 

  （１）メンバー構成 

  （２）メンバーの役割 

  （３）町内の会議実施 
 

 ４．災害時の支援体制づくり 

  （１）災害時の支援が必要な人(対象者)の確認 

  （２）支援者の選考と同意の確認 

  （３）対象者と支援者の面会 

  （４）避難支援計画書（個別計画）の作成          

  （５）計画書の保管・管理 
 

 ５．平常時の見守り体制づくり 

  （１）平常時の見守りが必要な人(対象者)の確認 

  （２）平常時の見守り方法の確認 

  （３）見守り支援者の選考と同意 

  （４）見守りの実施基準 

  （５）訪問や見守りの記録 

  （６）見守り実施状況の確認や情報の集約 

  （７）異変発見時の対応 
 

 ６．活動に役立つ資料集 

  （１）マップの作成 

  （２）活動における個人情報取扱いの考え方 

  （３）平常時の見守りにおける緊急時の対応手順 

  （４）役に立つ連絡先一覧 

  （５）活動で活用できる様式集 
                          <マニュアル表紙> 

 

 

●東 若
ひがしわか

久
ひさ

校区 ふれあいネットワーク活動マニュアル 

 

【内容（目次より）】 
  

 １．「どう進めていったらいいと？」～各町での進め方～ 

 

 ２．ステップ１ 町内で会議を開こう 

  ・「何のために活動すると？」～見守り活動の目的・役割～ 

  ・「どんな人を見守ればいいと？」～見守り活動の対象～ 

  ・「誰が見守りをすると？」～見守り活動者～ 

 

 ３．ステップ２ 見守り活動を始めよう 

  ・「見守りって具体的に何をすると？」～見守り活動の内容～ 

 

 ４．ステップ３ 活動者同士で情報交換しよう 

  ・「誰と何を情報交換すると？」～町内で、校区で～ 

 

 ５．その他活動のヒント 

  ①「見守りマップっちゃ何ね？」～マップの作り方と活用法～ 

  ②「どんなことに気をつければいいと？」～心構えと注意点～ 

  ③「活動をより充実させるためには？」～活動の工夫例～ 

  

 ６．お役立ち資料集 

  ①個人情報の取り扱いについて 

  ②緊急時の対応について 

  ③役に立つ連絡先一覧 

  ④活動の疑問や様式集 

  ⑤あると便利な様式集 

  ⑥安心情報キットの取り組みについて 

  ⑦ふれあいネットワーク活動運営協議会規約 

 

 

 
                                       <マニュアル表紙> 
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2）各校区版活動マニュアル概要 
 

  ※各マニュアルは，インターネットでタイトルを入力して検索していただけ

れば，ＰＤＦデータでダウンロード・閲覧することが可能です（南区社会

福祉協議会のホームページブログ上でアップされたものです。） 

 

●東花畑
ひがしはなはた

校区 地域福祉“５愛”推進会活動マニュアル 
 ～災害時の避難支援体制と併せた平常時の見守り体制づくり～ 

 

【内容（目次より）】 
  

 １．はじめに 
 

 ２．地域福祉“５愛”推進会について 
 

 ３．町内会支援組織づくりと会議の実施 

  （１）メンバー構成 

  （２）メンバーの役割 

  （３）町内の会議実施 
 

 ４．災害時の支援体制づくり 

  （１）災害時の支援が必要な人(対象者)の確認 

  （２）支援者の選考と同意の確認 

  （３）対象者と支援者の面会 

  （４）避難支援計画書（個別計画）の作成          

  （５）計画書の保管・管理 
 

 ５．平常時の見守り体制づくり 

  （１）平常時の見守りが必要な人(対象者)の確認 

  （２）平常時の見守り方法の確認 

  （３）見守り支援者の選考と同意 

  （４）見守りの実施基準 

  （５）訪問や見守りの記録 

  （６）見守り実施状況の確認や情報の集約 

  （７）異変発見時の対応 
 

 ６．活動に役立つ資料集 

  （１）マップの作成 

  （２）活動における個人情報取扱いの考え方 

  （３）平常時の見守りにおける緊急時の対応手順 

  （４）役に立つ連絡先一覧 

  （５）活動で活用できる様式集 
                          <マニュアル表紙> 

 

 

●東 若
ひがしわか

久
ひさ

校区 ふれあいネットワーク活動マニュアル 

 

【内容（目次より）】 
  

 １．「どう進めていったらいいと？」～各町での進め方～ 

 

 ２．ステップ１ 町内で会議を開こう 

  ・「何のために活動すると？」～見守り活動の目的・役割～ 

  ・「どんな人を見守ればいいと？」～見守り活動の対象～ 

  ・「誰が見守りをすると？」～見守り活動者～ 

 

 ３．ステップ２ 見守り活動を始めよう 

  ・「見守りって具体的に何をすると？」～見守り活動の内容～ 

 

 ４．ステップ３ 活動者同士で情報交換しよう 

  ・「誰と何を情報交換すると？」～町内で、校区で～ 

 

 ５．その他活動のヒント 

  ①「見守りマップっちゃ何ね？」～マップの作り方と活用法～ 

  ②「どんなことに気をつければいいと？」～心構えと注意点～ 

  ③「活動をより充実させるためには？」～活動の工夫例～ 

  

 ６．お役立ち資料集 

  ①個人情報の取り扱いについて 

  ②緊急時の対応について 

  ③役に立つ連絡先一覧 

  ④活動の疑問や様式集 

  ⑤あると便利な様式集 

  ⑥安心情報キットの取り組みについて 

  ⑦ふれあいネットワーク活動運営協議会規約 

 

 

 
                                       <マニュアル表紙> 
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３）「日常生活や生活支援等に関する意識調査」調査用紙（様式） 
  ※調査概要はＰ13を参照。調査項目は両校区とも同じ。 
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３）「日常生活や生活支援等に関する意識調査」調査用紙（様式） 
  ※調査概要はＰ13を参照。調査項目は両校区とも同じ。 
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５）「南区地域福祉ネットワークづくりモデル事業」推進プロジェク

トチーム設置要綱 
 

 

「南区地域福祉ネットワークづくりモデル事業」推進プロジェクトチーム設置要綱 

 

（目 的） 

第１条 南区が社会福祉協議会と連携し実施する「南区地域福祉ネットワーク 

づくりモデル事業」（以下「モデル事業」という。）の円滑な推進を図るため， 

「南区地域福祉ネットワークづくりモデル事業」推進プロジェクトチーム（以 

下「プロジェクトチーム」という。）を設置する。 

 

（所掌分掌） 

第２条 プロジェクトチームの所掌する事務は，次のとおりとする。 

（１）モデル事業の実施に関すること。  

（２）モデル事業の評価に関すること。 

（３）モデル事業の南区における推進に関すること。 

（４）その他，前各号に掲げるものに関し必要な事項 

 

（組 織） 

第 3 条 プロジェクトチームは，別表１に掲げる者をもって構成する。 

２ プロジェクトチームに，リーダーおよび副リーダーを置く。 

３ プロジェクトチームのリーダーは，地域保健福祉課長をもって充てる。 

４ プロジェクトチームの副リーダーは，地域支援課長をもって充てる。 

５ リーダーは，会務を総括する。 

６ リーダーに事故があるときは，副リーダーがその職務を代理する。 

 

（会 議） 

第４条 プロジェクトチームの会議は，リーダーが招集し，議長となる。 

２ リーダーは，必要があると認めるときは，構成メンバー以外の者を会議に出席

させ，その意見または説明を求めることができる。 

 

（幹事会） 

第５条 プロジェクトチームの運営等を協議するために幹事会を設置する。 

２ 幹事会の別表２に掲げる者をもって構成する。 

３ 幹事会の会議は，リーダーが招集し，議長となる。 

 

 

 

（事務局） 

第 6 条 プロジェクトチームの事務は，地域保健福祉課において行う。 

 

（報 告） 

第 7 条 リーダーは，必要に応じ，第 2 条に掲げる事務の進捗状況等を南区調整

会議において報告するものとする。 

 

   附 則 

  この要綱は，平成 23 年 ８月 ５日から施行する。 

 

 

別表１ 

 

別表２ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  所  属 メンバー 

南区 総務課 総務課長 防災・安全安心係長 

   企画振興課 企画振興課長 主査 

   地域支援課 地域支援課長 地域支援係長 

   福祉・介護保険課  福祉・介護保険課長 高齢者福祉係長 

   地域保健福祉課 地域保健福祉課長 
相談・支援係長，主査 

（校区担当保健師） 

南区社会福祉協議会 事務局長 

事務局次長，校区担当者，

地域福祉ソーシャルワー

カー（市社協） 

南区 企画振興課長    

   地域支援課長 

   地域保健福祉課長 

南区社会福祉協議会 事務局長 
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５）「南区地域福祉ネットワークづくりモデル事業」推進プロジェク

トチーム設置要綱 
 

 

「南区地域福祉ネットワークづくりモデル事業」推進プロジェクトチーム設置要綱 

 

（目 的） 

第１条 南区が社会福祉協議会と連携し実施する「南区地域福祉ネットワーク 

づくりモデル事業」（以下「モデル事業」という。）の円滑な推進を図るため， 

「南区地域福祉ネットワークづくりモデル事業」推進プロジェクトチーム（以 

下「プロジェクトチーム」という。）を設置する。 

 

（所掌分掌） 

第２条 プロジェクトチームの所掌する事務は，次のとおりとする。 

（１）モデル事業の実施に関すること。  

（２）モデル事業の評価に関すること。 

（３）モデル事業の南区における推進に関すること。 

（４）その他，前各号に掲げるものに関し必要な事項 

 

（組 織） 

第 3 条 プロジェクトチームは，別表１に掲げる者をもって構成する。 

２ プロジェクトチームに，リーダーおよび副リーダーを置く。 

３ プロジェクトチームのリーダーは，地域保健福祉課長をもって充てる。 

４ プロジェクトチームの副リーダーは，地域支援課長をもって充てる。 

５ リーダーは，会務を総括する。 

６ リーダーに事故があるときは，副リーダーがその職務を代理する。 

 

（会 議） 

第４条 プロジェクトチームの会議は，リーダーが招集し，議長となる。 

２ リーダーは，必要があると認めるときは，構成メンバー以外の者を会議に出席

させ，その意見または説明を求めることができる。 

 

（幹事会） 

第５条 プロジェクトチームの運営等を協議するために幹事会を設置する。 

２ 幹事会の別表２に掲げる者をもって構成する。 

３ 幹事会の会議は，リーダーが招集し，議長となる。 

 

 

 

（事務局） 

第 6 条 プロジェクトチームの事務は，地域保健福祉課において行う。 

 

（報 告） 

第 7 条 リーダーは，必要に応じ，第 2 条に掲げる事務の進捗状況等を南区調整

会議において報告するものとする。 

 

   附 則 

  この要綱は，平成 23 年 ８月 ５日から施行する。 
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